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基準病床数等の推移
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基準病床数の算定方法
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基準病床数の算定根拠
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基準病床数（一般病床）の算定結果

①人口（※）

性年齢
階級別人口

男 女

0-4 5,586 5,148 

5-9 7,120 6,571 

10-14 7,849 7,327 

15-19 8,494 8,014 

20-24 7,659 7,436 

25-29 8,091 6,856 

30-34 9,085 7,742 

35-39 10,747 9,372 

40-44 12,241 10,794 

45-49 13,727 12,420 

50-54 12,667 11,979 

55-59 11,094 10,682 

60-64 11,898 11,708 

65-69 13,486 13,519 

70-74 15,620 15,878 

75-79 9,522 10,376 

80- 13,142 22,249 

×

②一般病床退院率

男 女

0-4 47.3 38.2

5-9 10.9 8.2

10-14 7.1 5.2

15-19 8.6 7.5

20-24 8.5 11.7

25-29 7.1 19.3

30-34 7.5 25.5

35-39 8.8 21.1

40-44 11.2 14.4

45-49 14.2 14

50-54 20 16.3

55-59 28.4 19.5

60-64 39.6 25

65-69 54.7 32.3

70-74 72.3 43

75-79 89.2 57.1

80- 113 83.4

×

③平均在
院日数

14.7
日

流入入院
患者数

県北 121

県西 76

宇都宮 618

県東 30

県南 992

両毛 77

流出入院
患者数

県北 414

県西 359

宇都宮 405

県東 297

県南 240

両毛 120

④基準病床数

県北 1,913

県西 750

宇都宮 3,223

県東 506

県南 3,846

両毛 1,608

病床利用率

76％

＋ － ＝

6※R4.10.1現在の人口で計算。最終的にはR5.10.1時点の人口で計算を行う。



基準病床数（療養病床）の算定結果

①人口（※）

性年齢
階級別人口

男 女

0-4 5,586 5,148 

5-9 7,120 6,571 

10-14 7,849 7,327 

15-19 8,494 8,014 

20-24 7,659 7,436 

25-29 8,091 6,856 

30-34 9,085 7,742 

35-39 10,747 9,372 

40-44 12,241 10,794 

45-49 13,727 12,420 

50-54 12,667 11,979 

55-59 11,094 10,682 

60-64 11,898 11,708 

65-69 13,486 13,519 

70-74 15,620 15,878 

75-79 9,522 10,376 

80- 13,142 22,249 

×

⑤療養病床入院受療率

男 女

0-4 0.0 0.0 

5-9 0.0 0.0 

10-14 0.0 0.0 

15-19 3.2 3.4 

20-24 6.2 3.3 

25-29 6.2 3.3 

30-34 8.3 5.7 

35-39 10.0 7.7 

40-44 18.8 8.6 

45-49 33.5 19.2 

50-54 51.2 32.0 

55-59 87.2 55.2 

60-64 140.4 78.3 

65-69 212.6 130.8 

70-74 330.7 242.7 

75-79 541.7 498.7 

80- 1,395.7 1,970.2 

流入入院
患者数

県北 39

県西 34

宇都宮 251

県東 8

県南 177

両毛 77

流出入院
患者数

県北 132

県西 159

宇都宮 164

県東 79

県南 43

両毛 120

④基準病床数

県北 871

県西 301

宇都宮 1,115

県東 252

県南 1,329

両毛 697

病床利用率

88％

＋ － ＝－

⑥介護・在宅等
対応可能数

県北 69.1

県西 86.0

宇都宮 209.0

県東 39.0

県南 50.8

両毛 68.3

7※R4.10.1現在の人口で計算。最終的にはR5.10.1時点の人口で計算を行う。



（参考）基準病床数の算定に関する留意事項

○令和５年３月31日「医療計画について」（厚生労働省医政局長通知）
第７次医療計画作成時は、「医療計画について」（平成29年３月31日医政発0331厚生
労働省医政局長通知）において、介護施設・在宅医療等対応可能数は、調査等により把
握した介護老人保健施設又は介護医療院へ転換することが見込まれる病床数を除いた数と
していたところ、令和５年局長通知においては、上記下線部分の記載はございませんので、第
８次医療計画の作成において算定する際は御留意ください。

○令和５年７月31日「療養病床及び一般病床に係る基準病床数について（参考）」（厚
生労働省医政局地域医療計画課事務連絡）

今年度、都道府県において 作成 される第８次医療計画については、上記のとおり、現行の地
域医療構想を踏まえた基準病床数の算定を行うこととなりますが、2026 年度からの新たな地
域医療構想に係る基準病床数の考え方については、改めて整理しお示しする予定です。

地域医療構想は、2025年度までの取組を基本としているため、第８次医療計画においては、
2025年度の居宅等の必要量について、第８次医療計画の終了年度である2029 年度まで
比例的に推計（12/8倍）するのではなく、第８次医療計画の期間のうち、地域医療構想の
取組を行う2024年度及び2025年度の２年間分で生じる追加需要を比例的に推計
（2/8倍）することになります。
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基準病床数（案）（令和5年10月12日時点、今後時点修正あり）

７期計画策定時

▶

８期計画策定時 （参考）

医療圏
基準病床

数
うち一般
病床

うち療養
病床

既存病床
数

（H29.10）

既存-基
準

医療圏
基準病床

数
うち一般
病床

うち療養
病床

7期計画
との比較

既存病床
数

（R5.8）

既存-基
準

必要病床数

県北 2,431 1,627 804 2,715
284

（過剰）
県北 2,784 1,913 871 ＋353 2,683 （101） 2,485

県西 604 575 29 1,370
766

（過剰）
県西 1,051 750 301 ＋447 1,343

292
（過剰）

1,194

宇都宮 3,578 2,849 729 4,343
765

（過剰）
宇都宮 4,338 3,223 1,115 ＋760 4,256 （82） 4,424

県東 546 406 140 763
217

（過剰）
県東 758 506 252 ＋212 737 （21） 686

県南 4,430 3,312 1,118 4,507
77

(過剰)
県南 5,175 3,846 1,329 ＋745 4,627 （548） 4,757

両毛 1,979 1,483 496 2,173
194

(過剰)
両毛 2,305 1,608 697 ＋326 2,073 （232） 1,912

計 13,568 10,252 3,316 15,871
2,213
（過剰）

計 16,411 11,846 4,565 ＋2,843 15,719 （692） 15,458
9

⚫ 厚生労働省から示された計算式により、基準病床数を以下のとおり定めることとしたい。

➢ 厚生労働省事務連絡により「都道府県において作成される第８次医療計画については、上記のとお
り、現行の地域医療構想を踏まえた基準病床数の算定を行うこととなりますが、2026 年度からの新
たな地域医療構想に係る基準病床数の考え方については、改めて整理しお示しする予定」との方針
が示されていることから、本基準病床数は2025年までの時限的措置とする。

➢ 今回の算定により病床過剰地域となる地域は県西圏域のみとなるが、短期的な設定であることも踏
まえ、今後の病床の整備等に当たっては地域医療構想等関連する医療施策との整合を図りながら
慎重に検討する必要があることを計画に明記する。
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精神病床の基準病床数

令和5年8月7日

令和５年度第１回
栃木県地方精神保健福祉審議会

資料１
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感染症病床・結核病床の基準病床数

感染症病床を配置する医療機関

結核病床を配置する医療機関

※ 感染症病床及び結核病床の既存病床数については、令和５年９月現在
※ この他、結核患者収容モデル事業（高度な合併症を有する結核患者又は入院を要する精神病患者である結核患者に対して、一般病
床又は精神病床において収容治療するためのモデル事業）を実施する医療機関として、足利赤十字病院10床、岡本台病院2床がある。
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